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意 見 書 
 

 

 公立大学法人横浜市立大学の平成１９事業年度財務諸表及び利益処分（案）の承認について、

地方独立行政法人法（平成１５年７月１６日法律第１１８号）第３４条第３項及び同法第４０条

第５項の規定に基づく横浜市公立大学法人評価委員会の意見は次のとおりである。 

 

１ 地方独立行政法人法第３４条第１項に規定する財務諸表の承認について 

 意見はない。 

 

２ 地方独立行政法人法第４０条第３項に規定する利益処分の承認について 

 利益処分を承認することは適当であるが、承認に当って下記の意見を付するので、十分留意

されたい。 

【 意 見 】 

 「公立大学法人横浜市立大学においては、法人全体としては剰余金を計上しているものの、

それまでの２か年に較べ、収支が悪化していることから、その原因を分析するとともに、経

営改善を実践すること。 

また、市が設立する意義ある大学としての社会的使命と経営とのバランスを十分配慮しつ

つ、法人全体の予算統制（収支計画、資金計画、さらには人員配置計画や設備投資計画など）

が実質的に機能する仕組を構築し、実施すること。」 

 

以上 


